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急性の脳症を疑う事案の発生について 

 

平成 16 年 10 月 28 日（木） 

 

1. 概要 

• 

• 

• 

• 

平成 16 年 9 月以降、新潟県県北地域において、急性の脳症疑い症例が発生。原因

は不明。 

 

2. 厚生労働省の対応 

新潟県等へ国立感染症研究所及び（財）日本中毒情報センターより専門家派遣し調

査。（継続中） 

厚生労働省内の関係課において、連絡体制を確立し、適宜情報交換。 

10 月 22 日：通知『新潟県等における急性脳炎の発生について』（資料１） 

＊今般の新潟県等における事態を踏まえ、急性脳炎の感染者（疑義が払拭できない

者を含む。）を診察した場合は直ちに保健所長を経由して医師に要請するとともに、

届出があったときは、結核感染症課まで直ちに報告して下さい。 

＊あわせて、法第 63 条に 2 に基づき、当該事例について、法第 15 条第 1 項の質問

及び必要な調査を行うよう、指示します。 

• 10 月 22 日：通知『急性の脳症を疑う事案の発生について』（資料１） 

＊スギヒラダケは従前から食用キノコとして摂取されており、これまで健康被害も

ないところですが、腎機能が低下している方への安全性が確認されるまでの間、

これら方々に対しスギヒラダケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします。 

• 10 月 27 日：通知『検体の確保及び送付について（依頼）』（資料２） 

＊本件の原因究明のため、急性の脳症が疑われる場合は、患者、患者と疑われる者

（以下患者等という。）の発症前におけるスギヒラダケの摂取状況を患者等本人又

は家族等から聴取し、スギヒラダケの摂取があった場合には、別添の要領により

検体の確保及び送付をお願いします。 
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性の脳症を疑う事案の発生についてお知らせしたところですが、本件の原因究明の

ため、急性の脳症が疑われる事案が発生した場合は、患者、患者と疑われる者（以

下「患者等」という ）の発症前におけるスギヒラタケの摂食状況を患者等本人又。

は家族等から聴取し、スギヒラタケの摂食があった場合には、別添の要領により検

体の確保及びその送付をお願いします。

なお、本件については、感染症担当部局とも連携の上、実施されますようお願い

します。



（別添）

検体の確保及び送付要領

１．検体

（１） 患者等が摂食したスギヒラタケ（残品を含む ）。

（２） （１）以外で、患者等宅で保存していたスギヒラタケ（患者等が摂食したかどうか

不明のものを含む ）。

（３） 患者等が摂食したスギヒラタケが、販売店で購入したものであった場合は、同じ生

産者又は採取者が供給するスギヒラタケ

※１ いずれも、生鮮のものが望ましいが、ない場合は塩蔵等の加工を施したものでも可。

※２ （３）について、買い上げ等を行う場合は、事前に、国立医薬品食品衛生研究所食品部（担当：

五十嵐）までご連絡下さい。

※３ 患者等が摂食したスギヒラタケと同じ地域に自生しているスギヒラタケ等上記以外の検体を既に

確保している場合あるいは確保が可能な場合は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課ま

でご連絡下さい。

２．保管方法

検体は冷凍で保管及び輸送すること （-20℃以下が望ましい。詳細については国立医薬品食。

品衛生研究所食品部にご相談下さい ）。

ただし、未開封の缶詰を検体とする場合は常温で差し支えない。

３．量

１検体当たりの量を可能な限り多く確保する。

４．送付方法

（１） 検体を確保した場合は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に速やかに連

絡するとともに、当該検体を国立医薬品食品衛生研究所食品部まで送付する。

国立医薬品食品衛生研究所 食品部

158-8501 1 18 1〒 東京都世田谷区上用賀 の の

03-3700-2158 FAX 03-3700-9348電話 、

（２） 冷凍のまま送付する。容器は、外部と遮断できるもので、検体の形状が崩れないも

のが望ましい。

（３） 検体を送付する際は、検体毎に以下の事項について記載したメモを添付すること。

（わかる範囲で構いません ）。

① 検体確保日、確保場所

② 検体確保の前後での保管状況

（ 。）③ 加工の有無及び加工の方法 加工前に水洗浄したかどうかがわかれば併せて記載

④ スギヒラタケと同定したか否か（同定した場合はその方法 ）。

⑤ 患者等との関係（患者等が摂食した、患者等が摂食したスギヒラタケと同じ地域

で採取された等 ）。

⑥ 採取日及び採取日前１週間の天候（わかれば台風状況等 ）。

⑦ 採取場所及びその状況（ジメジメしていたか、乾燥していたか、日照等 ）。

⑧ その他

（地方衛生研究所での検査結果、患者に投与している薬剤名、患者等以外の摂食

者の有無及び健康状況など）
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健感発第 1022002 号     

平成１６年１０月２２日 

   都道府県 

各  政令市 衛生主管部（局）長 殿 
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新潟県等における急性脳炎の発生について 

 

 

急性脳炎は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年１０

月２日法律第１１４号。以下「法」という。）において５類感染症（全数把握）であるが、

今般の新潟県等における事態を踏まえ、急性脳炎の感染者（疑義が払拭できない者を含む。）

を診察した場合は直ちに保健所長を経由して届け出るよう医師に要請するとともに、届出

があったときは、法第１２条第２項に基づき、当課まで直ちに報告してください。 

あわせて、法第６３条の２に基づき、当該事例について、法第１５条第１項の質問及び

必要な調査を行うよう、指示します。 

なお、その他異常な感染症の発生を疑う場合につきましては、当課又は国立感染症研究

所（電話 03-5285-1111（代表））に相談、情報提供するとともに、急性脳炎の届出基準に

つきましては、「感染症法に基づく医師から都道府県等への届出のための基準の改正につい

て」（平成１５年１１月５日 厚生労働省健康局結核感染症課長通知）により、別紙の通り

定められていますので、貴管下の関係機関に改めて周知してください。 
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（別紙） 

○ 急性脳炎（ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く） 
 

≪定 義≫ 

 ウイルスなど種々の病原体の感染による脳実質の感染症である。炎症所見が明らかでは

ないが同様の症状を呈する脳症もここには含まれる。 

 

《臨床的特徴》 

 多くは何らかの先行感染を伴い、高熱に続き意識障害やけいれんが突然出現し、持続す

る。髄液細胞数が増加しているものを急性脳炎、正常であるものを急性脳症と診断するこ

とが多いが、その臨床症状に差はない。 

 

《届出基準》 

 ○ 意識障害を伴って２４時間以上入院した者、あるいは２４時間未満に死亡した者で、

かつ、以下の一つまたはそれ以上の症状を有するもの 

  ・３８度以上の発熱 

  ・何らかの中枢神経症状 

  ・先行感染症状 

 ○ 熱性けいれん、代謝疾患、脳血管性疾患、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは

異なるものは除外する。 

○ 可能な限り病原体診断を行い、明らかになったものは病原体名、検体の種類及び検査方
法を記載する。なお、上記基準に該当する脳症も含める。 

 

《備考》 

・ 他の届出基準に該当する感染症（インフルエンザ、手足口病、流行性耳下腺炎等）によ

る急性の脳炎・脳症についても、急性脳炎としての届出が必要となる。その際には、二

重の届出となる（脳症を発症したインフルエンザについて、定点医療機関においては、

インフルエンザ及び急性脳炎の届出が必要となり、定点医療機関以外では急性脳炎のみ

が届出の対象となる等）。 

・ ウエストナイル脳炎又は日本脳炎の診断がついている場合には、急性脳炎としての届出

は必要ない。ただし、急性脳炎の届出後に、ウエストナイル脳炎又は日本脳炎の診断が

ついた場合には、ウエストナイル脳炎又は日本脳炎としての届出が必要となり、結果と

して二重の届出となる。 
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急性の脳症を疑う事案の発生について

今般、新潟県及び山形県において急性の脳症を疑う事案が発生しており、これま

でに、これらの事案において発症者は腎機能の低下の状態を有し、スギヒラタケの

摂取があるとされています。

スギヒラタケは従前から食用キノコとして摂取されており、これまで健康被害の

報告もないところですが、腎機能が低下している方への安全性が確認されるまでの

、 。間 これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします
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急性の脳症を疑う事案の発生について

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知しましたので、そ

の趣旨をご了知いただき、傘下会員に対する周知方よろしくお願いします。
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標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知しましたので、そ

の趣旨をご了知いただき、傘下会員に対する周知方よろしくお願いします。



健 疾 発第 号1022005

平成 年 月 日16 10 22

社団法人全国腎臓病協議会会長 殿

厚 生 労 働 省 健 康 局 疾 病 対 策 課 長

急性の脳症を疑う事案の発生について

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知しましたので、そ

の趣旨をご了知いただき、傘下会員に対する周知方よろしくお願いします。
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標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知しましたので、そ

の趣旨をご了知いただき、傘下会員に対する周知方よろしくお願いします。


	概要
	厚生労働省の対応

